
学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

義務教育課 

１ 改正の趣旨 

(1) 指定基準の改正 

現在のへき地等学校の指定において、交通機関を利用する際の不便性が認められ、

都市部との距離も相当程度離れているにもかかわらず指定されていない学校がある

ことから、周囲の学校との間に不均衡が生じている。 

へき地教育振興法及び同法施行規則が改正され、施行規則に定める指定基準が、

平成 24年 4 月 1日から「参酌すべき基準」に改正されることに伴い、この不均衡を

是正するため、長野県における指定基準を別紙のとおり定め、へき地等学校指定の

改正を行う。 

 

(2) 学校の統廃合 

平成 24年 4 月 1日の統廃合に伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

(1) 指定基準の改正に伴う指定 

天龍村立天龍小学校、天龍中学校及び天龍村学校給食共同調理場を、「特別の地域

に所在する学校」に指定する。 

 

(2) 学校の統廃合に伴う削除 

信濃町立古海小学校を「へき地学校（１級地）」から削除する。 

 

３ 施行日 

平成 24 年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 



へき地等学校の指定基準について（案） 

義務教育課 

 

条例第 27 条の２又は第 27 条の３の規定によるへき地等学校の指定は、へき地教育

振興規則（昭和 34 年文部省令第 21 号。以下「施行規則」という。）に規定するへき地

等学校の指定の基準（以下「省令基準」という。）のほか、省令基準を満たさない学校

のうち、１に定める学校を対象として、当該学校からの距離が最も短い市役所（人口３

万人以上の市に係るものに限る。）までの距離に応じて２に定めるところにより行う省

令基準の補正を基準として行うものとする。 

 

 １ 対象とする学校 

次のいずれにも該当する学校 

(1) 施行規則第５条第１項第２項の規定により点数の補正が適用される学校 

公共施設等（病院や高等学校など基準点数算定の対象となる施設等）へ行くために利

用する交通機関の運行回数が８往復以下となる区間がある学校。 

 

(2) 最短の距離にある人口３万人以上の市の市役所まで車を利用した場合の距離が

30km 以上である学校。（人口 10 万人以上の市の市役所まで車を利用した場合の距離

が 40Km 未満である学校を除く。） 

 

２ 補正する点数 

市役所までの距離 

30Km 以上 32km 以上 36km 以上 40Km以上 

32km 未満 36km 未満 40km 未満  

省令基準により算

定される合計点数

に加える点数 

8 9 11 12 

 

 

（参考） 

補正により指定される学校 

学 校 名 

運行回数８往

復以下の区間 

最短の距離

にある市 

市役所ま

での距離 

加算

点数 

加算後

の点数 

へき地等学

校の区分 

天龍村立天龍小学校 

天龍村立天龍村学校 

給食共同調理場 

天龍村立天龍中学校 

あ り 飯田市 40km 以上 12 30 

特別の地域

に所在する

学校 

別 紙 



学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

学校職員のへき地手当等に関する規則（昭和46年長野県教育委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３項中「長野市立芋井小学校第一分校」を「別表第３のとおり」に改める。 

  大町市立美麻小学校 

上水内郡信濃町立古海小学校 

 

 大町市立美麻小学校 に改める。 

別表第２の次に次の別表を加える。 

（別表第３）（第２条関係） 

学             校 

下伊那郡天龍村立天龍小学校 

下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同調理場 

長野市立芋井小学校第一分校 

下伊那郡天龍村立天龍中学校 

附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 
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別表第１の１級の項中 



学校職員のへき地手当等に関する規則新旧対照表 

改 正 案 現 行 

 

（へき地等学校の指定） 

第２条 条例第 27条の２第１項の規定によ

り教育委員会が指定するへき地学校及び

その級別区分は、別表第１のとおりとす

る。 

２ 条例第 27条の２第１項の規定により教

育委員会が指定するへき地学校に準ずる

学校は、別表第２のとおりとする。 

３ 条例第 27条の３第１項の規定により教

育委員会が指定する特別の地域に所在す

る学校は、別表第３のとおりとする。 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（別表第１）（第２条関係） 

級地

区分 

学           校 

１  

級 

（略） 

大町市立美麻小学校 

長野市立大岡小学校 

 （略） 

 

 

（別表第２）（第２条関係） 

    （略） 

 

（別表第３）（第２条関係） 

学            校 

下伊那郡天龍村立天龍小学校 

下伊那郡天龍村立天龍村学校給食共同

調理場 

長野市立芋井小学校第一分校 

下伊那郡天龍村立天龍中学校 

 

 

 

（へき地等学校の指定） 

第２条 条例第 27条の２第１項の規定によ

り教育委員会が指定するへき地学校及び

その級別区分は、別表第１のとおりとす

る。 

２ 条例第 27条の２第１項の規定により教

育委員会が指定するへき地学校に準ずる

学校は、別表第２のとおりとする。 

３ 条例第 27条の３第１項の規定により教

育委員会が指定する特別の地域に所在す

る学校は、長野市立芋井小学校第一分校

とする。 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（別表第１）（第２条関係） 

級地

区分 

学           校 

１  

級 

（略） 

大町市立美麻小学校 

上水内郡信濃町立古海小学校 

長野市立大岡小学校 

 （略） 

 

（別表第２）（第２条関係） 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


